令和４年１月２１日
会員各位
一般社団法人 石川県建築士事務所協会
会　　長　　　　小　林　正　澄
業務特別委員長　髙　橋　健　市

改正建築物省エネ法の講習会開催について

皆様には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
４月１日から改正建築物省エネ法が施行に伴う、今年度４回目の講習は、省エネ適合判定を行う設計者等を対象に、パソコンを使用してのモデル建物法実践型演習を開催いたします。また、今回は行政の方を講師として、建築物エネルギー消費性能適合判定に必要な具体の手続きなどの説明を頂くこととなっておりますので、是非ご受講ください。

記

１　日　　時　：令和４年３月３日（木）　１３：００から
　　　　　　　　　　
２　会　　場　：金沢市問屋町２丁目61番地
金沢問屋町センター　金沢流通会館４階研修室　(Wi-Fi環境有り)
電話　076-237-8585

３　定　　員　：３０人（定員になり次第締め切ります。）
　　　　　
４　参 加 費　：無料

５　プログラム：１３：００～１７：００（受付は１２：３０～）
　・　改正省エネ法に係る手続き等について
・　モデル建物法の入力講習
  
６　申込締切　：令和４年２月２５日　(金曜日)

７ 必要道具等 
1 　充電したパソコン (念のため延長コードをご持参してください)
②　前回（R3.12.6）配布した資料一式
　　（前回不参加で、今回参加を希望される方は、事務局まで連絡下さい。）　
③　マスクの着用※ 
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から参加者はマスクの着用にご協力
ください。








・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『改正建築物省エネ法の講習会』　に出席します。


所　　　属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 

出席者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
連　絡　先　□　Ｔ Ｅ Ｌ　　　　　　　　－_ 　 　　－　　　　　　　 　

□　Ｆ Ａ Ｘ　　　　　　　　－　　　　　－　　　　　　　　

□　　E-mail  zimukyoku5-kjk @ishi-kjk.or.jp

送　信　先		　　　　
一般社団法人　石川県建築士事務所協会
FAX　０７６‐２４４‐８４７２

